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調査研究報告書の発行にあたって 

 

全国健康保険協会は平成 20年 10月に設立され、今年で 15年目を迎えます。 

協会は、主に中小企業で働く方とそのご家族の皆さまを中心に国民の 3.1人に一人、4,000

万人を超える加入者と、約 250万の事業所からなる日本最大の医療保険者として、我が国の

国民皆保険制度の一翼を担っています。 

 

協会では、令和３年１月に策定した保険者機能強化アクションプラン（第５期）において

調査研究の推進を掲げており、加入者の健康度の向上及び医療費適正化に資する事業を実

施していくため、レセプト・健診データ等を活用した分析をすすめています。 

令和４年度から、本部と支部の連携を強化し、データ分析によって明らかとなる支部ごと

の現状や支部特有の課題を本部と支部が共有することにより、協力して課題解決に取り組

むこととしました。また、令和６年度からの次期都道府県医療費適正化計画の策定に向けて、

地方自治体や国民健康保険団体連合会、経済団体等と共同したデータ分析を実施していく

こととしています。さらに、「保険者努力重点支援プロジェクト」として、都道府県単位保

険料率が高い水準で推移している３支部について、本部と支部が一体となってデータ分析

や保険料率上昇の抑制が期待できる事業を実施し、その成果を全支部に広げていく取組を

開始しました。 

また、「更なる保健事業の充実」として、令和４年度から、LDL コレステロール値に着目

した受診勧奨を実施し、令和５年度から、生活習慣病予防健診等の自己負担額の軽減を行い、

さらに、令和６年度から、被扶養者等を対象とした未治療者に対する受診勧奨を行うことや、

節目となる年齢に行う付加健診の対象年齢を５歳ごとに拡大すること等により、加入者の

健康づくりの取組を強化していくこととしています。 

令和４年６月には、３年ぶりにコロナ禍で中断していた調査研究フォーラムを開催しま

した。同フォーラムでは、協会の保有データを活用した外部有識者による委託研究（第Ⅰ期）

の中間報告を、各研究者が行うとともに、本部・支部における分析成果やそこから得られた

知見に基づく効果的な健康づくり事業等の成果を、協会職員が発表しました。さらに、令和

４年度中に外部有識者による委託研究（第Ⅰ期）の最終報告が各研究者から協会に提出され

ることを踏まえ、これらの研究成果を、令和５年度の調査研究フォーラム、調査研究報告書

等において発表する予定です。 

 

令和４年度「調査研究報告書」は、今後の取組へ活用していくために協会が行った１年間

の調査研究活動の成果を、広く内外に情報発信することを目的としています。今年度は 14

本の研究成果を収録しています。ご高覧いただければ幸いです。 

 

協会では、今後とも、中長期的視点から安定的かつ健全な財政運営に努めていきます。そ

して、健康づくりや重症化予防、医療費適正化等の様々な取組を通じて、加入者の皆さまの

健康増進を図り、皆様が良質かつ効率的な医療を受けられるよう努力していきます。引き続

き、ご指導、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

令和４年 11月 

全国健康保険協会    

理事長 安藤 伸樹 
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「加入者 1人当たり医療費の分析を通じた医療費適正化具体策の検討」 

神奈川支部 企画総務グループ 主任 中野 達貴 

概要 

【目的】 

神奈川支部の都道府県単位保険料率は、協会設立以来 10％未満で推移して

きたが、加入者 1 人当たり医療費の伸びが相対的に高いことから、2023 年度

の都道府県単位保険料率は 10％超となる可能性が高い。 

この調査研究は、その要因を究明することにより、加入者 1人当たり医療費

の適正化のための課題を明らかにし、具体策を検討することを目的とする。 

【方法】 

加入者 1人当たり医療費を男女別、入院・入院外別に分析し、全国平均から

の乖離が経年で大きく変化しているものおよび全国平均を常に大きく上回っ

ているものについて、疾病分類別に分析する。 

【結果】 

全国平均からの乖離が経年で大きく変化していたのは男性の入院医療費、 

全国平均を常に大きく上回っていたのは女性の入院外医療費であった。 

影響が大きかった疾病分類は、次のとおり（女性は 2019年度の数値）。 

① 男性の「新生物」の入院医療費（2年間で 1,428円/人の悪化） 

② 男性の「循環器系疾患」の入院医療費（2年間で 612円/人の悪化） 

③ 女性の「呼吸器系疾患」の入院外医療費（全国比+1,446円/人） 

④ 女性の「精神及び行動の障害」の入院外医療費（全国比+548円/人） 

⑤ 女性の「腎尿路生殖器系疾患」の入院外医療費（全国比+576円/人） 

【考察】 

神奈川支部の加入者 1 人当たり医療費は、男性の入院医療費の伸びが相対

的に高いことや女性の入院外医療費が高止まりしていることを主因として、伸

び率が全国平均を上回っている。 

この医療費分析を掘り下げることにより、男性の入院医療費の伸び率が高い

要因となっている「新生物」については、生活習慣病予防健診の受診勧奨の強

化、女性の入院外医療費が高止まりしている要因となっている「呼吸器系疾患」

については、禁煙の推進や OTC医薬品（花粉症）の使用促進など、焦点を絞っ

た（ピンポイントの）医療費適正化策を検討・実施し、加入者 1人当たり医療

費の伸びを抑制していきたい。 
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本文 

【目的】 

神奈川支部の都道府県単位保険料率は、協会設立以来 10％未満で推移して

きたが、神奈川支部の加入者 1 人当たり医療費は＜表 1＞のとおり、首都圏 4

支部（埼玉支部、千葉支部、東京支部、神奈川支部）の中では最も高いこと、

およびその伸びが相対的に高いことから、2023 年度の都道府県単位保険料率

は首都圏 4支部の中では神奈川支部だけが 10％超となる可能性が高い。 

 

＜表 1：加入者 1人当たり医療費（年齢調整前）の推移＞ 

 Ⓐ 

2017年度 

Ⓑ 

2018年度 

Ⓒ 

2019年度 
Ⓑ/Ⓐ Ⓒ/Ⓑ 

全 国 平 均 178,344  181,075  185,532  1.0153  1.0246  

埼 玉 170,662  173,421  177,219  1.0162  1.0219  

千 葉 174,126  176,894  181,356  1.0159  1.0252  

東 京 173,247  176,546  177,350  1.0190  1.0046  

神 奈 川 176,927  180,118  185,918  1.0180  1.0322  

〔出所〕医療費基本情報、加入者基本情報 

 

この調査研究は、首都圏 4支部の中で神奈川支部の加入者 1人当たり医療費

が高い要因およびその伸びが高い要因を究明することにより、神奈川支部の加

入者 1人当たり医療費の適正化のための課題を明らかにするとともに、医療費

適正化に向けた具体策を検討することを目的とする。 

 

【方法】 

協会けんぽのホームページで公開している「医療費基本情報」および「加入

者基本情報」を基に、全国平均および首都圏 4支部の加入者 1人当たり医療費

を男女別、入院・入院外別、疾病分類（大分類、必要に応じて疾病分類コード）

別に分析し、神奈川支部の加入者 1人当たり医療費について、全国平均（およ

び首都圏他支部）から大きく乖離している疾病および全国平均からの乖離が経

年で大きく変化している疾病を神奈川支部の加入者 1 人当たり医療費が高い

要因またはその伸びが相対的に高い要因として追究する。 

具体的には、次の順に分析を進める。 

①「入院入院外別・男女別の加入者 1人当たり医療費」の推移を全国平均およ

び首都圏他支部と比較。 

②上記①の内、全国平均を常に上回っている項目について、医療費の 3 要素

（受診率、1件当たり日数、1日当たり医療費）に分解して比較。 

③上記①の内、全国平均からの乖離が変化している項目と②について、疾病分

類（大分類、必要に応じて疾病分類コード）別に分解して比較。 
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「健診機関による早期受診勧奨の状況調査」 

長野支部 企画総務グループ スタッフ 渡辺 理佐 

概要 

【目的】 

 生活習慣病予防健診実施機関において、健診の結果、血圧・血糖が基準値以

上の者（以下、「基準該当者」という。）に対して医療機関への早期受診を促し

ているが、健診機関によって早期受診率が異なる。 

健診後は受診者にとって健康に最も関心が高い時期と考えられ、その好機に

基準該当者に対してアプローチができる健診機関での勧奨方法の調査を通し

て、早期受診につなげるための健診機関における効果的な方法を検討する。 

【方法】 

長野支部加入者で 2019 年 4 月～2019 年 12 月の生活習慣病予防健診受診者

から基準該当者を抽出し、その後のレセプト発生状況から、健診機関ごとの早

期受診率を算出した。早期受診率の高い健診機関と低い健診機関を合計 20 機

関選定し、健診機関での勧奨方法についてアンケート調査を行い、その健診機

関を利用した基準該当者の健診・レセプトデータと結合した。目的変数を「早

期受診の有無」、説明変数を「アンケート項目への回答内容」として、有意水

準 5％のロジスティック回帰分析（調整変数として、性別・年齢・高血圧リス

ク有無・糖尿病リスク有無を同時投入）を行った。 

分析には、SPSS ver.26 を使用した。 

【結果】 

早期受診しやすいという有意な結果が出た主な項目は、「特定保健指導の委

託契約機関である（オッズ比 1.62）」、「保健師からの手紙を健診結果票に同封

している（同 2.45）」、「受診勧奨（血圧）の緊急値を設定している（同 1.50）」、

「医師や看護師が勧奨している（同 2.80）」、「本人と会社の両方に勧奨してい

る（同 1.92）」等であった。 

【考察】 

勧奨のタイミング、実施者、勧奨内容へのひと工夫やひと手間が早期受診に

つながる可能性が示唆された。特に、健診結果送付時のプラスαの取り組みが

早期受診と関連していた。また、特定保健指導委託契約の実施体制を整えてい

ただくことが、ひいては早期受診にもつながってくるのではないかと推察す

る。本研究から得られた知見を契約健診機関と共有することで、健診機関から

の勧奨の効果を更に高め、早期受診率の向上に繋げたい。 
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本文 

【目的】 

 全国健康保険協会（以下「協会」）では、生活習慣病予防健診の結果、血圧・

血糖が基準値以上となり治療が必要と判定されながらも医療機関への受診が

確認できない方へ、早期に医療機関を受診するよう勧奨を行っている。 

 生活習慣病予防健診を実施している健診機関においても基準値を超えた方

（以下「基準該当者」）に対して医療機関への早期受診を促しているが、健診

機関によって医療機関受診率が異なる（図 1）。それは、健診機関による受診

勧奨の対象範囲や勧奨方法の違いが影響しているのではないかと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣病予防健診の受診後は、健診受診者にとって健康に最も関心が高い

時期と考えられ、その好機に健診機関から効果的な受診勧奨が実施できれば、

医療機関への早期受診率の向上が期待できる。 

 本研究は、健診機関での勧奨方法の調査を通して、生活習慣病予防健診での

基準該当者を早期受診につなげるための効果的な方法を検討することを目的

とする。 

 また、効果的な勧奨方法のノウハウを県内健診機関で共有し、基準該当者の

早期受診率の底上げを図る。 

 

 

 

健診受診後 3 か⽉以内の医療機関受診率 
 最⾼ 50.9％  最低 0％ 
 ⻑野⽀部平均 19.9％ 

（図 1） 
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【方法】 

 以下の流れで実施した。 

  1.      2.      3.      4.       5. 

 

 

 

 

 

1. 健診機関ごとの早期受診率の算出 

 2019 年 4 月～2019 年 12 月に生活習慣病予防健診を受診した長野支部加入

者のうち、基準該当者（※1）の早期受診率（※2）を算出した（図 2・3）。 

 

 ※1 基準該当者の定義 

 

 

 

 

 ※2 早期受診の判定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  □：健診前 3 か月に高血圧又は高血糖での受診なし、 

    かつ、血圧又は血糖の服薬なし＝未治療 

  ●：健診実施月 

  ●／○：健診後 3 か月以内に高血圧又は高血糖での受診あり 

【協会けんぽが定める⾎圧・⾎糖値の要治療基準】 
 収縮期⾎圧︓160mmHg 以上 ⼜は 拡張期⾎圧︓100mmHg 以上 

 空腹時⾎糖︓126mg/dl 以上 ⼜は HbA1c（NGSP 値）︓6.5％以上 

健診前に未治療、かつ、健診後 3 か⽉以内に医療機関の受診あり 

（図 2）早期受診率の判定基準と対象期間 
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2. 調査対象の選定 

 調査対象とする健診機関は、未治療者数と早期受診率で絞り込んだ。 

1.で算出した未治療者が 60 人以上（※3）いる健診機関のうち、早期受診率

が平均より高い 8 機関、低い 12 機関の合計 20 機関を調査対象として選定し

た。 

 

※3 一定の規模以上の健診機関を選定するため未治療者数 60 人以上とした。

（一機関あたり平均未治療者数 64.3 人） 

 

 

3. アンケート調査の実施 

 健診機関における血圧・血糖の基準該当者に対する受診勧奨方法について、

調査票に基づくアンケート調査を行った。 

 

 調査対象：2.で選定した生活習慣病予防健診実施機関 20 機関 

 調査方法：アンケート調査（訪問、オンライン、郵送のいずれかによる） 

 調査時期：2021 年 8 月～2021 年 9 月 

 調査内容：健診受診後の基準該当者への受診勧奨の方法 

 

 

（図 3）早期受診率の算出の流れ 
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4. アンケート調査の集計 

 調査で回答を得た 71 項目を集計し、次の 5カテゴリに分けた。 

 

（表 1） 

カテゴリ 
① 健診機関での⽣活習慣病予防健診実施体制 
② 健診機関における健診結果票への同封物 
③ 受診勧奨する基準値 
④ 基準該当者への勧奨⽅法 
⑤ 緊急値（パニック値）該当者への勧奨⽅法 

 

 

5. 集計結果の分析について 

 アンケート調査で得た「健診機関による勧奨方法」を、健診受診者の健診結

果及びレセプトデータから判定した「未治療者の早期受診（健診後 3ヶ月以内

のレセプト発生）の有無」に結合して、ロジスティック回帰分析を行った。 

 2019 年度の長野支部生活習慣病予防健診受診者（2019 年 4 月から 12 月の

健診受診者）のうち、未治療者の早期受診の有無を目的変数とし、健診機関へ

のアンケート項目への回答内容を説明変数として、有意水準 5％で性別・年齢・

高血圧リスク有無・糖尿病リスク有無を調整したオッズ比を算出した。 

 

 ●使用データ： 2019（令和元）年度 生活習慣病予防健診受診者の健診結果

及びレセプトデータ 

 ●サンプル：調査対象の 20 機関の健診受診者で基準該当かつ未治療の者 

2,796 人 

 ●健診受診期間：2019 年 4 月～2019 年 12 月 

 ●目的変数：未治療者の早期受診の有無 

 ●説明変数：71 項目（各項目は 1つずつ投入） 

 ●調整変数：性別、年齢、高血圧リスク有無（収縮期血圧≧140mmHg 又は拡

張期血圧≧90 mmHg）、糖尿病リスク有無（空腹時血糖≧

126mg/dl 又は HbA1c≧6.5％（NGSP 値）） 
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【結果】 

 アンケート項目が多い為、早期受診しやすい結果となった（オッズ比が有意

に 1より大きい）主な項目のみを以下に示す。 

（表 1の⑤緊急値該当者への勧奨方法は実施機関が少ないため除外） 

 

（表 2）①健診機関での生活習慣病予防健診実施体制 

 

・「特定保健指導委託契約を締結していること」 

 特定保健指導委託契約を締結している健診機関で受診した基準該当者は、同

契約を締結していない健診機関で受診した基準該当者に比べて 1.62 倍早期受

診しやすいという結果となった（表 2）。 

 

（表 3）②健診機関における健診結果票への同封物 

 

・「健診結果に保健師からの手紙を同封すること」 

 健診結果とは別に保健師による個別の手紙を同封している健診機関で受診

した基準該当者は、同封していない健診機関で受診した場合に比べて 2.45 倍

早期受診しやすいという結果となった（表 3）。 

尚、同封を実施している健診機関は早期受診率が高い 1機関であった。 

 

（表 4）③受診勧奨する基準値 

 
・「緊急値が設定されていること、または医師が判断していること」 

 緊急値が設定されている、または医師が判断している健診機関で受診した基

準該当者は、設定していない健診機関で受診した場合に比べて、概ね 1.5～1.6

倍早期受診しやすいという結果となった（表 4）。 

 

（表 5）④基準該当者への勧奨方法 
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・「健診結果送付時の勧奨を医師や看護師が行うこと」 

 医師名が入った勧奨文書や看護師による勧奨文書を送付している健診機関

で受診した基準該当者は、勧奨を実施していない健診機関で受診した場合に比

べて概ね 2.1～2.8 倍早期受診しやすいという結果となった（表 5）。 

なお、医師からの文書勧奨および医師と看護師からの文書勧奨は、早期受診

率が高い 1機関がそれぞれ実施していた。 

 

・「結果送付時の対象者が本人と会社の両方であること」 

 健診結果を本人と会社の両方へ通知している健診機関で受診した基準該当

者は、勧奨を実施していない健診機関で受診した場合よりも 1.92 倍早期受診

しやすいという結果となった（表 5）。 

なお、健診結果の会社への通知は、早期受診率が高い 1機関と低い 1機関で

実施していた。上位下位とも文書ではあったが、上位の健診機関は医師名で勧

奨をしており、下位の機関は事務担当者が実施しているという違いがあった。 

 

（表 6）早期受診のオッズ比が有意に 1より大きい主な取り組み一覧 

 

 

【考察】 

当初は、内科専門医の有無、多回勧奨、結果伝達の速さ、文書よりも対面で

の勧奨など、健診機関がどれだけ多くの情報を直接伝えられるか、といった健

診機関の実施体制が早期受診に影響していると推測していた。 

しかし、今回の調査結果からは、それらは有意ではなく、 

 ・健診結果票送付時に保健師からの手紙を追加する 

 ・緊急を要する基準は医師が判断する 

 ・勧奨する人（文書の名前）を医師にする 

 ・結果を会社にも通知する 

といった「勧奨のタイミング」や「勧奨の内容」、「誰の判断による勧奨か」と

いった項目で早期受診と有意に関連していた。 

－ 27 －



以上の結果を踏まえると、基準該当者に対して「誰が」「どのような情報」

を「誰に」「いつ届けるか」といった、基準該当者が受け取る情報の「質」と

「タイミング」が適切であると早期受診しやすいという傾向があるのではない

かと推察する。 

また、特定保健指導委託契約機関の受診率が高かったことから、特定保健指

導の実施体制を整えていただくことが、ひいては早期受診にもつながってくる

のではないかと考える。 

 今回の分析結果は、健診機関の取り組みを勧奨スキームから切り離し、実施

内容を部分的に切り取って早期受診との相関をみているため、健診機関の一連

の勧奨の流れで医療機関受診の有無が変わるかを追ったものではない。ある取

り組みが早期受診に有効という結果が出ても、それだけを実施していれば勧奨

効果が上がるということではなく、健診機関の他の取り組みと相互に影響して

有効になる取り組みもあると思われる。 

 このように、一つひとつの取り組みと早期受診との関連をみているため各健

診機関の勧奨スキームに組み込まれた場合に同じような結果になると一概に

は言えないが、ある健診機関では有意に早期受診しやすいという結果になった

ため、他の健診機関でも検討していただく意義はあるのではないかと考える。 

最終的に医療機関を受診しようと判断するのは基準該当者である。 

健診受診後は健康への関心が高まっている時期であると考えるが、同時に、

結果を見て治療が必要な「病名」がないことを確認して安心したいという気持

ちもあるのではないか。 

健診はスクリーニングであり、緊急性の高い病気を見つけることのほかに、

リスクの高い人に対して生活習慣改善や早期受診を促し、将来的に重大な病気

につながるリスクを軽減することが目的である。そのことを基準該当者にどれ

だけ理解してもらえるかが肝要であることを踏まえ、今回の調査結果を健診機

関と共有するとともに、今後、より効果的な勧奨方法を健診機関とともに検討

していきたい。 

 今回の調査では協会けんぽの勧奨基準である血圧・血糖の基準該当者への勧

奨方法を尋ねたが、健診機関では血圧・血糖以外の検査結果についても医療機

関受診勧奨を行っている。また、健診機関で実施している健診の種類も多岐に

わたるため、生活習慣病予防健診受診者の経過を的確に追うことができれば、

さらに詳細な分析も可能になると思われる。 

 

【備考】 
2021（令和 3）年度支部調査研究事業にて実施。 
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「事業所における減塩推進の効果検証～健診時の尿中塩分測定を用いて～」 

 岐阜支部 保健グループ 保健専門職 後藤 直美 

概要 

【目的】 

岐阜支部加入者は、収縮期血圧が全国より高めであり、県民栄養調査では、

約 7割の人が塩分を取りすぎている結果となった。そこで、本研究では事業所

の支部加入者へ減塩アプローチ（事業所内のポスター掲示・集団学習など）を

行い、減塩や高血圧予防にどの程度役立つか、尿中塩分値などの健診結果によ

って効果検証を行うものである。 

【方法】 

血圧リスク・業種・地域を考慮のうえ、参加事業所を募り、減塩アプローチ

の実施群（介入群）と未実施群（対照群）に分け、2 年間の健診時の①尿中塩

分値及び②血圧値の健診結果を調査した。1 年目の推定塩分摂取量が男性 7.5g、

女性 6.5g を超える者（減塩必要者）に限定し、各群の 1 年目と 2 年目の数値

を対応のあるサンプルの t検定で、両群の低下幅の差を独立サンプルの t検定

で、それぞれ比較した（有意水準 5％）。 

【結果】 

 減塩必要者は、介入群 340 人、対照群 311 人であった。①尿中塩分値は、介

入群及び対照群とも、2 年目は有意に低下していた。両群の低下幅に有意な差

は無かった。②血圧値は、介入群では 2 年目は収縮期・拡張期とも（有意では

ないが）低下、対照群では逆に（有意ではないが）増加傾向であった。拡張期

血圧の低下幅は、介入群の方が有意に大きかった。 

【考察】 

介入群も対照群も 2 年目の尿中塩分値は低下し、介入（減塩アプローチ）に

よるさらなる低下は見られなかった。 

一方、血圧値は介入群のみに低下がみられた。これは、減塩アプローチによ

り生活全体を見直すきっかけになったものと考えられる。また、対照群におい

て、尿中塩分値は低下したが、血圧値が下がらなかった要因は、尿中塩分値が

前日の食事内容の影響を受けるのに対し、血圧変化には継続した減塩が必要で

あり、その他の要因も関連するためと考えられる。 

以上より、健診時の尿中塩分測定だけでも減塩の効果はあるが、血圧を低下

させるには減塩アプローチが有効である可能性が示唆された。 
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本文 

【目的】 

岐阜支部加入者の健診結果では、収縮期血圧が全国より高めであり、県民栄

養調査では、約 7割の人が塩分を取りすぎている結果となった。そこで、本研

究では事業所の支部加入者へ減塩アプローチ（事業所内のポスター掲示・集団

学習など）を実施し、それが減塩や高血圧予防にどの程度役立つか、健診時の

尿中塩分値及び血圧等の健診結果によって効果検証を行うものである。 

 

【方法】 

血圧リスク・業種・地域を考慮のうえ、参加事業所を募り、1 年目の推定塩

分摂取量が 2020年塩分摂取目標値である男性 7.5g、女性 6.5gを超える者（減

塩必要者）に限定し、2群に分け分析を実施。 

 

●介入群：減塩アプローチ（後述）をする群 

●対照群：減塩アプローチをしない群 

 

◇尿中塩分・血圧測定： 

健診時に通常の検査項目（血圧など）に加えて、採尿で塩分測定を行い、

各群の 1 年目と 2 年目の尿中塩分値と血圧値（収縮期血圧・拡張期血圧）を

比較分析（1 年目と 2 年目の数値を対応のあるサンプルのｔ検定で、両群の

低下幅の差を独立サンプルの t検定で、それぞれ比較。有意水準 5％）。 

 

◇減塩アプローチ： 

介入事業所への減塩ポスター掲示や卓上ポップの配布、減塩商品の紹介、

20 分間の講義形式での事業所向け集団学習の実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介入群 尿中塩分測定 減塩アプローチ 尿中塩分測定

対照群 尿中塩分測定 なし 尿中塩分測定

2 0 19 年度
1年目

2 0 2 0 年度
2年目
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【結果】 

参加事業所は 30事業所、全参加者数は 1,575人、2年間の尿中塩分値と健診

結果のデータがそろっている数は 1,163人であった。 

このうち減塩必要者は、介入群 340人、対照群 311人であった。 

 

①尿中塩分値の比較結果 

2 年間の尿中塩分値の変化をみると、介入群及び対照群とも、有意な低下が

みられた（Fig.1）。しかし、両群の低下幅に有意差はなかった（Fig.2）。 
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②血圧値（収縮期血圧・拡張期血圧）の比較結果  

2 年間の血圧値の変化をみると、収縮期血圧・拡張期血圧ともに、介入群で

は、（有意ではないが）低下がみられた。対照群では、逆に（有意ではないが）

増加傾向であった（Fig.3～4）。また、拡張期血圧については、介入群と対照群

との間で、低下幅に有意差がみられた（Fig.5）。 
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【考察】 

◆ 本研究では、減塩アプローチが実際の減塩にどの程度役立つかを尿中塩分

値により効果検証することを目的とした。しかし、介入群も対照群も同じよ

うに 2年目の尿中塩分は低下し、介入（減塩アプローチ）によるさらなる低

下は見られなかった。 

◆ 減塩必要者は、減塩アプローチの有無にかかわらず、尿中塩分測定だけで

も減塩の効果があったと考えられる。これは、尿中塩分測定値を自分自身で

確認することにより、減塩の意識が高まったためと考えられる。 

◆ 一方、血圧値は介入群のみに低下がみられた。これは、減塩アプローチが

生活全体を見直すきっかけになったのではないかと考えられる。また、対照

群において、尿中塩分は低下したが、血圧値が下がらなかった要因は、尿中

塩分が前日の食事内容の影響を受けるのに対し、血圧値の変化には継続した

減塩が必要であり、その他の要因も関連するためと考えられる。 

◆ 以上より、健診時の尿中塩分測定だけでも減塩の効果はあるが、血圧を低

下させるには減塩アプローチが有効である可能性が示唆された。今後は、減

塩アプローチを血圧リスクの高い事業所の加入者に対し、計画的に実施して

いきたいと考える。 

 

【備考】 

2020（令和 2）年度支部調査研究事業として実施。 
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「う蝕重症度の特性におけるレセプト分析」 

 静岡支部 企画総務グループ グループ長補佐 髙木 宏行 

概要 

【目的】 

本分析では、歯科レセプトデータよりう蝕重症度の実態を把握するととも

に、業態情報、健診の問診結果から生活習慣を突合し、業態や生活習慣がう蝕

重症度に影響を及ぼすかを明らかにすることを目的としている。 

 

【方法】 

静岡支部加入者の 2019年度の歯科レセプトデータを用いて、う蝕重症度の

特徴を男女別、年代別、業態別に分析するとともに、健診問診項目から見える

生活習慣とう蝕重症度との関連性を潜在クラス分析、ロジスティック回帰分析

を用いて検証した（有意水準 5％）。 

なお、う蝕重症度の判定は、重症度表記のあるレセプトについては、当該重

症度を採用した。重症度表記のないレセプトについては、う蝕診療行為を確認

し、最も重い診療行為レベルを採用した。 

 

【結果】 

う蝕による受診者は、男女とも 40代がピークであり、これ以降緩やかに減

少に転じていた。被保険者患者について、事業所の業態別にう蝕重症度の分類

を見ると、運輸業・郵便業、飲食店・宿泊業、建設業といった業態では、重度

う蝕の割合が全体平均を 5ポイント上回り高い水準であった。 

う蝕重症度と生活習慣に係る健診問診項目との関連性を分析したところ、

「喫煙」、「食生活の課題（就寝前食事、朝食を抜く、早食い等）」、「生活改善

意識なし」といった生活習慣において、重度う蝕の割合は相対的に高い傾向と

なった。 

 

【考察】 

歯科受診率と重度う蝕の割合には負の相関があり、運輸業・郵便業、飲食店・

宿泊業、建設業といった業態では、歯科受診行動に消極的な人が多く、受診し

たときにう蝕がかなり進行しているケースが多いと推察された。 

 また、生活習慣に関する要因については、「喫煙」といった直接的な影響の

ほか、食生活につながる不規則な生活習慣がう蝕の重症化に影響している可能

性が推察された。 
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本文 
【目的】 
歯科疾患においては、歯周疾患における調査分析が進む中、歯周疾患に次い

で多いとされるう蝕についての研究は少なく、保険者のレセプトを活用した事

例はほとんどない。 
 本分析では、歯科レセプトデータよりう蝕重症度の実態を把握するととも

に、業態情報、健診の問診結果から生活習慣を突合し、業態や生活習慣がう蝕

重症度に影響を及ぼすかを明らかにすることを目的としている。 

 
【方法】 

 
〔対象〕 
静岡支部加入者の2019年度の歯科外来受診者のうち歯科関連の確定傷病名

をもつ受診者 483,320 人（被保険者 286,370 人、被扶養者 197,450 人）を抽

出した。 
被保険者 286,370 人のうち、う蝕患者は 174,483 人であった。 
う蝕患者 174,483 人のうち、健診問診結果と突合できたのは 85,783 人であ

った。 

 
〔う蝕重症度の判定方法〕 
う蝕関連の傷病名のレセプトのうち、重症度表記のあるレセプトについて

は、当該重症度を採用した。重症度表記のないレセプトについては、う蝕診療

行為を確認し、 も重い診療行為レベル（主な診療行為は次のとおり。C1：う

蝕薬物塗布処置 C2：う蝕処置 C3：根管処置、抜髄 C4：抜歯）を採用し

た〈図 1〉。 
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〈図 1 う蝕重症度分類〉 

 
被保険者加入者に占める（確定病名）受診者の割合及びう蝕受診者に占める

重度（C3 以上レベルあり）該当の割合を男女別、年代別にプロットするとと

もに、業態別にもプロットすることで、う蝕重症度の特徴を分析した。 
また、健診問診結果と突合できた 85,783 人について、健診問診項目から見

える生活習慣とう蝕重症度との関連性を潜在クラス分析で分類した上で検証

し、これらの各要素について、ロジステック回帰分析を用いて影響の度合いを

分析した。従属（目的）変数、独立（説明）変数は以下のとおりとした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 分析ツールには IBM SPSS Statistics ver27 および IBM SPSS Amos 
ver27 を用い、有意水準は 5％とした。 

  
 

●従属（目的）変数：う蝕重症度  Ｃ3 以上＝1  Ｃ2 以下＝0 

●独立（説明）変数 

 ・性別 男性＝1  女性＝0 

 ・年代（参照カテゴリ：30 代） 

 ・問診結果 

 ・業態（参照カテゴリ：公務） 
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【結果】 
１．性別にみる傾向 
被保険者に占める歯科受診者の割合は、男女ともに 60 代までは増加してい

たが、70 代で少し下がる結果となった。歯科受診者のうちう蝕による受診者

の割合は、男女とも 40 代がピークであり、これ以降緩やかに減少に転じてい

た。また、う蝕受診者のうち重度う蝕（C3 以上レベル）該当者の割合は、女

性より男性の方が高い結果となった〈図 2〉。 

 
〈図 2 男女別年代別歯科受診及びう蝕重症度割合〉 
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２．業態別にみる傾向 
被保険者に占める歯科受診者の割合を業態別にみると、公務、教育・学習支

援業、金融・保険業、電気・ガス・熱供給・水道業といった業態が高い受診率

となった。また、う蝕受診者のうち重度う蝕該当者の割合は、運輸業・郵便業、

飲食店・宿泊業、建設業で高い結果となった。 
歯科受診率と重度う蝕該当率は負の相関がみられ、歯科受診率が高い業態は

重度う蝕該当率が低く、歯科受診率の低い業態は重度う蝕該当率が高くなる傾

向にあった〈図 3〉。 

 
〈図 3 業態別歯科受診及びう蝕重症度割合〉 

 
 
３．生活習慣（健診問診データ）からみる傾向 
 健診受診時の問診データから生活習慣とう蝕との関連性を分析した。問診項

目は以下の 14 項目〈表 1〉。 

 
〈表 1 問診項目〉 

1 喫煙 8 歩行または身体活動 

2 食習慣 9 歩行速度 

3 食べ方 1（早食い等） 10 20 歳からの体重変化 

4 食べ方 2（就寝前） 11 保健指導の希望 

5 食べ方 3（間食） 12 生活習慣の改善 

6 睡眠 13 飲酒 

7 30 分以上の運動習慣 14 飲酒量 

差し替え 
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 説明変数が多岐にわたるため、潜在クラス分析を用い、どのクラス分類が

も当てはまりが良いかを評価した。その結果、6 つのクラスに分類することが

も適合度が高くなったため、6 つのクラスに分けて分析した〈図 4〉。 

 
〈図 4 6 クラス分類構成割合及び属性傾向〉 

 
 6 つのクラス別にう蝕重症度をみたところ、クラス 5・6 については、ほか

のクラスに比べて C3 以上の該当割合が高くなっていた〈図 5〉。 

 
〈図 5 6 クラス分類別う蝕重症度割合〉 
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 また、業態別に 6 クラス分類の割合をみたところ、「運輸業・郵便業」「飲食

店・宿泊業」でクラス 5・6 の割合が高くなった。クラス 5・6 の特徴である

「喫煙」「就寝前の食事」「朝食を抜く」といった生活習慣が、これらの業態で

多くみられる可能性が示唆された〈図 6〉。 

 
〈図 6 業態別クラス分類別割合〉 
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４．ロジステック回帰分析 
 ロジステック回帰分析の結果として、年代別では、年代が上がるごとにオッ

ズ比が大きくなった。問診項目では「喫煙」のオッズ比が突出して大きい結果

となった。また、業態別では「運輸業・郵便業」「飲食店・宿泊業」「生活関連

サービス業・娯楽業」のオッズ比が高くなった〈図 7〉。 

 
〈図 7 ロジステック回帰分析結果〉 

 
【考察】 
 う蝕による受診者は、男女ともに 40 代がピークであり、これ以降緩やかに

減少に転じていた。重症化の観点からは、女性では加齢による割合の増加傾向

が顕著にみてとれるのに対し、男性はいずれの年代も 35%前後でほぼ一定で

あった。重度う蝕への影響要因の一つとして加齢が示唆されるものの、男女で

は異なる結果となった。 
 業態別にう蝕重症度をみると、「運輸業・郵便業」「飲食店・宿泊業」「建設

業」といった業態では、重度う蝕割合が高い結果となった。これらの業態では、

歯科受診率が低い水準にあり、歯科受診行動に消極的な人が多く、受診したと

きにはう蝕がかなり進行しているケースが多いと推察される。歯科受診割合の

違い、重度う蝕割合の違いについては、業態間の業務形態（オフィス業務、屋

外業務、接客サービス等）や就業時間（日中定時業務、深夜業務、交代制業務

等）との関連性が窺える。 
 健診受診時の問診データからみる生活習慣とう蝕との関連性では、「喫煙」

「就寝前の食事」「朝食を抜く」といった生活習慣の特徴をもつクラスにおい

て重度う蝕の割合は相対的に高い傾向であった。また、ロジステック回帰分析

では、重度う蝕に対する「喫煙」の影響が相対的に高いことが確認された。 
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 生活習慣に関する課題については、「就寝前の食事」や「朝食を抜く」とい

った行動そのものが、直接的にう蝕の重症度に影響しているというよりは、こ

うした食生活につながる不規則な生活が影響している可能性が窺える。 
 う蝕と歯周病関連傷病の併存割合は大きいことが確認されており、今後、歯

周病関連も併せて歯科傷病を拡大した更なる分析を検討していきたい。 

 
【備考】 
 本分析は、静岡県保険者協議会が主体となり、厚生労働省より令和 3 年度

「保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくり事業」の

モデル事業として採択された事業の一環として実施した。 
 分析結果は小冊子にまとめ、県内の歯科診療所へ送付することにより情報

提供した。また、静岡県歯科医師会の理事会において分析結果を報告した。 
 分析結果は、第 24 回日本医療マネジメント学会学術総会にて発表。 
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1. 特定保健指導実績評価率 

 介入群は非介入群に比べて、実績評価率は 4.0％高く、有意に高かった

（表 1）。 

（表 1）特定保健指導実績評価率 

  

2. 実績評価時の生活習慣改善率 

栄養・食生活、身体活動とも、介入群と介入群に、有意な差を認めなかった

（表 2～3）。 

（表 2）実績評価時の生活習慣改善率（栄養・食生活） 

（表 3）実績評価時の生活習慣改善率（身体活動） 
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3. 特定保健指導後（次年度）の健診結果（保健指導レベル）改善率 

介入群は非介入群に比べて、有意な差を認めなかった（表 4）。 

非介入群を介入前（初回面談 2020 年 4～9 月）と介入後（初回面談 2020 年

12 月～2021 年 3 月）に分けて比較すると、介入後の方が介入前に比べて有意

に高かった（表 5）。 

 

（表 4）特定保健指導後の健診結果改善率 

 

（表 5）特定保健指導後の健診結果改善率（非介入群） 

 

5. 自己効力感の影響に関する検討 

自己効力感が高い群は低い群に比べて、特定保健指導実績評価率は 6.2％高

く、有意に高かった（表 6）。 

実績評価時の生活習慣改善率では、栄養・食生活、身体活動とも、自己効力

感が高い群と低い群の間に、有意な差を認めなかった（表 7～8）。 
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（表 6）自己効力感の程度による実績評価率 

 

（表 7）自己効力感の程度による実績評価時の生活習慣改善率（栄養・食生活） 

 

（表 8）自己効力感の程度による実績評価時の生活習慣改善率（身体活動） 
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【考察】 

介入群は非介入群に比べて、特定保健指導実績評価率は 4.0％高く、有意に

高い結果となったことから、個々の個人特性（自己効力感）に合わせた生活習

慣改善を継続する励ましは有効であることが裏付けられたと考える。 

また、実績評価時の生活習慣改善率は、介入群と非介入群の間に有意な差は

認められなかった。 

特定保健指導後（次年度）の健診結果（保健指導レベル）改善率については、

介入の有効性が認められる結果ではなかったが、非介入群における介入前及び

介入後の比較において、介入後の改善率は有意に高い結果となった。対象者の

自己効力感という個人特性を意識して取り組んだ経験から、指導者（保健師等）

の対象者との信頼関係の早期構築等の技術向上に繋がった可能性が考えられ

る。実際に指導者からは、自己効力感を判定した結果を対象者と共有すること

で、対象者自身が「自分が理解された」と感じるためか、コミュニケーション

が円滑になり初回面談時早期に信頼感が形成できたと感じられたとの声が聞

かれた。 

介入群のうち、自己効力感の程度による結果では、自己効力感は高い人のほ

うが低い人に比べて、実績評価まで到達した率が有意に高かった。特定保健指

導の初回面談は、健診結果と生活習慣の関連性を理解し自己選択のうえ行動変

容に導くものであるが、実際には本人の意欲や実行力といった心理社会面の影

響も大きく作用している。このようなことを踏まえ、対象者の個人特性に合わ

せた取り組みや工夫により生活習慣改善を継続する支援ができるよう指導者

の質の向上に取り組んでいきたい。 

 

【備考】 

2019（令和元）～2021（令和 3）年度 支部調査研究事業として実施。 
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「事業主（社長）の健康状態と健康経営の取り組みや業態との関連」 

兵庫支部 企画グループ 主任 山口 真寛 
保健グループ グループ長 北原 陽子 

東京大学未来ビジョン研究センター 特任准教授 井出 博生  

概要 
【目的】 
 協会けんぽでは、加入事業所（社長）と連携した「健康宣言事業」を実施し、

健康経営の取り組みを推進している。加入事業所の大半を占める中小企業で

は、大企業と比べて社長と従業員の距離が近く、社長の方針が経営のみならず、

職場環境などを通じて従業員の健康状態にも影響を与えている可能性がある。

本分析では、まず社長個人の健康診査（健診）の検査値の分析を行い、健康経

営の取り組み、業態種別との関連を把握した。 
【方法】 

35 歳以上の男性事業主で健診結果がある者のうち、事業主が 100 人以上存

在した 29 業態を分析に含めた。なお、女性事業主は人数が少ないことから分

析対象から除外した。一般化線形モデルを用い、被説明変数は 2019 年度の健

診結果から腹囲等 13 項目、事業所の被保険者数規模、業態種別、2019 年度ま

での健康宣言の実施有無、経済産業省の健康経営優良法人 2020 認定の有無で

調整した。「腹囲」と「BMI」以外を被説明変数とする分析では、関連する薬

剤の服薬の有無も調整に加えた。 
【結果】 
事業主 51,642人のうち男性は 44,198人であり、最終的な分析対象は 12,109

人だった。対象者の平均年齢は 54.6 歳（標準偏差 9.6）だった。年齢階級およ

び質問表の項目と検査値の関連は概ね有意で、年齢階級の影響が最も大きかっ

た。健康経営優良法人の認定と関連していた検査値は収縮期血圧／拡張期血

圧、HbA1c、HDL であり、収縮期血圧／拡張期血圧、HbA1c は値の良さと関

連していた。業態種別と関連していた検査値は収縮期血圧／拡張期血圧、HDL
であり、特に一部の工事業、製造業は一貫して検査値の悪さと関連していた。

健康経営優良法人の認定の係数の大きさは生活習慣よりも大きく、業態種別の

係数の大きさは生活習慣と同程度だった。 
【考察】 
男性の事業主では、健康経営優良法人の認定事業所の事業主であることと検

査値の良さは概ね関連し、一方で検査値の悪さと関連する業態があることがわ

かった。この結果から健康経営施策が中小企業の健康状態に良い影響を与える

可能性、働き方や職場環境などが健康状態に悪い影響を与える可能性が示唆さ

れた。分析の対象外である健診の未受診者の影響、経時的な分析による因果関

係を把握すると共に、分析対象を加入者に拡げ、事業所における健康経営施策

と加入者の健康状態の関連も検討したい。 
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本文 
【目的】 
 協会けんぽでは、加入事業所（社長）と連携した「健康宣言事業」を実施し、

健康経営の取り組みを推進している。 
加入事業所の大半を占める中小企業では、大企業と比べて社長と従業員の距

離が近く、社長の方針が経営のみならず、職場環境などを通じて従業員の健康

状態にも影響を与えている可能性がある。 
本分析では、まず社長個人の健康診査（健診）の検査値の分析を行い、健康

経営の取り組み、業態種別との関連を把握した。 

 
【方法】 

35 歳以上の男性事業主で健診結果がある者のうち、事業主が 100 人以上存

在した 29 業態を分析に含めた。なお、女性事業主は人数が少ないことから分

析対象から除外した。 
一般化線形モデルを用い、被説明変数は 2019 年度の健診結果から「腹囲」

「ＢＭＩ」「収縮期血圧」「拡張期血圧」「空腹時血糖」「ＨｂＡ１ｃ」「中性脂

肪」「ＨＤＬ」「ＬＤＬ」とし、年齢５歳階級、特定健診質問票の項目（13 項

目）、事業所の被保険者数規模、業態種別、2019 年度までの健康宣言の実施有

無、経済産業省の健康経営優良法人 2020 認定の有無で調整した。 
「腹囲」と「ＢＭＩ」以外を被説明変数とする分析では、関連する薬剤の服

薬の有無も調整に加えた。 
統計解析には SPSS Statistics Ver26 を使用し、有意水準は 5％とした。 

 
（表 1）分析対象者数 

 
 
 抽出された分析対象者は、事業主 51,642 人のうち、男性で健診結果があり、

100 人以上事業主がいる業態の 12,109 人だった。年齢階級別では 45～49 歳

が最も多く、全体的には 40～60 歳代の事業主が多かった。 

性別 事業主人数 健診結果があり（※）

事業主が100人
以上存在する業態

合計 51,642人

男性 44,198人 12,109人

女性 7,444人

年齢階級 人数

合計 12,109人

35～39歳 596人

40～44歳 1,387人

45～49歳 2,200人

50～54歳 1,969人

55～59歳 1,965人

60～64歳 1,791人

65～69歳 1,304人

70歳以上 897人

※ 35歳以上で協会けんぽの生活習慣病予防健診を
受診している、又は協会けんぽに事業者健診
データを提供している人
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（表 2）業態別分析対象者 

 
 
 
【結果】 
 一般化線形モデルにより、有意な関連が多くみられた主な調整項目の結果は

以下の通りだった。 
 
（表 3）「現在、たばこを習慣的に吸っている人」の推定値 

 
 たばこを習慣的に吸っている人（社長）は、吸っていない人に対して、「拡

張期血圧」、「HDL」、「LDL」の値が低く、「HbA1c」、「中性脂肪」の値が高か

った。 
 
 

業態区分 人数

農林水産業 138人

総合工事業 1,189人

職別工事業 666人

設備工事業 834人

食料品・たばこ製造業 244人

繊維製品製造業 116人

木製品・家具等製造業 124人

印刷・同関連業 120人

化学工業・同類事業 195人

金属工業 473人

機械器具製造業 715人

その他の製造業 225人

情報通信業 349人

道路貨物運送業 320人

その他の運輸業 162人

業態区分 人数

卸売業 1,239人

飲食料品以外の小売業 919人

飲食料品小売業 214人

金融・保険業 148人

不動産業 800人

専門・技術サービス業 979人

飲食店 257人

対個人サービス業 194人

教育・学習支援業 108人

医療業・保健衛生 133人

社会保険・社会福祉・介護事業 485人

その他の対事業所サービス業 223人

修理業 407人

その他のサービス業 135人

合計 12,109人

※ 男性事業主が100人以上存在する業態のみ

被説明変数 B（ベータ） 上限 下限 有意確率

腹囲 0.004 0.007 0.000 0.074

ＢＭＩ 0.000 0.005 ▲ 0.005 0.956

収縮期血圧 ▲ 0.005 0.000 ▲ 0.011 0.072

拡張期血圧 ▲ 0.010 ▲ 0.003 ▲ 0.016 0.004

空腹時血糖 0.002 0.010 ▲ 0.006 0.596

HbA1c 0.009 0.016 0.002 0.010

中性脂肪 0.118 0.146 0.090 0.000

HDL ▲ 0.067 ▲ 0.056 ▲ 0.077 0.000

LDL ▲ 0.028 ▲ 0.016 ▲ 0.039 0.000

※ リファレンスは「たばこを習慣的に
吸っていない人」

※ 調整項目
・年齢5歳階級
・特定健診質問票13項目
・事業所の被保険者規模
・業態種別
・2019年度までの健康宣言実施の有無
・健康経営優良法人2020認定の有無）
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（表 4）「20 歳の時の体重から 10 ㎏以上増加している人」の推定値 

 
20 歳の時の体重から 10 ㎏以上増加した人は、増加していない人に対して、

「収縮期血圧」、「拡張期血圧」、「空腹時血糖」、「HbA1c」、「中性脂肪」、「LDL」
の検査値が高く、「HDL」の値が低かった。 
 
（表 5）「健康経営優良法人 2020 に認定された事業所の社長」の推定値 

 
 健康経営優良法人 2020 に認定された事業所の社長は、認定されていない事

業所の社長に対して、「収縮期血圧」、「拡張期血圧」、「HbA1c」、「HDL」の値

が低かった。 
 
 
 
 
 
 
 

被説明変数 B（ベータ） 上限 下限 有意確率

収縮期血圧 0.029 0.034 0.024 0.000

拡張期血圧 0.039 0.045 0.033 0.000

空腹時血糖 0.033 0.040 0.026 0.000

HbA1c 0.019 0.026 0.013 0.000

中性脂肪 0.247 0.273 0.220 0.000

HDL ▲ 0.122 ▲ 0.112 ▲ 0.132 0.000

LDL 0.047 0.058 0.036 0.000

※ リファレンスは「20歳の時の体重か
ら10㎏以上増加していない人」

※ 調整項目
・年齢5歳階級
・特定健診質問票13項目
・事業所の被保険者規模
・業態種別
・2019年度までの健康宣言実施の有無
・健康経営優良法人2020認定の有無）

被説明変数 B（ベータ） 上限 下限 有意確率

腹囲 ▲ 0.018 0.003 ▲ 0.040 0.096

ＢＭＩ ▲ 0.025 0.004 ▲ 0.053 0.091

収縮期血圧 ▲ 0.038 ▲ 0.007 ▲ 0.068 0.016

拡張期血圧 ▲ 0.044 ▲ 0.008 ▲ 0.080 0.017

空腹時血糖 ▲ 0.013 0.028 ▲ 0.054 0.539

HbA1c ▲ 0.055 ▲ 0.018 ▲ 0.092 0.004

中性脂肪 0.047 0.199 ▲ 0.105 0.546

HDL ▲ 0.070 ▲ 0.011 ▲ 0.129 0.021

LDL 0.019 0.084 ▲ 0.045 0.561

※ リファレンスは「健康経営優良法人
2020に認定されていない事業所の
社長」

※ 調整項目
・年齢5歳階級
・特定健診質問票13項目
・事業所の被保険者規模
・業態種別
・2019年度までの健康宣言実施の有無
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（表 6）業態別の推計値（有意だった業態のみ抜粋） 

 
 
 当該業態以外の業態を参照基準として、当該業態の値を推計した結果、推定

値が有意だった検査項目は「収縮期血圧」、「拡張期血圧」、「HbA1c」、「HDL」
だった。全て検査値の悪さと関連しており、特に工事業や製造業関連の業態で

多く見られた。 
 
【考察】 
男性の事業主では、健康経営優良法人の認定事業所の事業主であることと検

査値の良さは概ね関連していた。一方で、一部の業態の事業主であることは検

査値の悪さと関連しており、特に工事業、製造業の事業主で顕著だった。 
この結果から健康経営施策が中小企業の社長の健康状態に良い影響を与え

る可能性、業態による働き方や職場環境などの違いが健康状態に悪い影響を与

える可能性が示唆された。 
検討の限界として、適用事業所の男性社長、約 4 万 4 千人のうち、1 万 2 千

人しか健診結果が存在しておらず、バイアスが生じている可能性がある。健診

被説明変数 説明変数 Ｂ（ベータ） 上限 下限 有意確率
総合工事業 0.031 0.056 0.006 0.013
職別工事業 0.031 0.057 0.005 0.018
繊維製品製造業 0.042 0.077 0.006 0.020
木製品・家具等製造業 0.044 0.077 0.010 0.010
金属工業 0.035 0.061 0.008 0.010
機械器具製造業 0.029 0.055 0.004 0.024
道路貨物運送業 0.038 0.066 0.009 0.009
教育・学習支援業 0.040 0.077 0.004 0.031
修理業 0.032 0.059 0.005 0.021
総合工事業 0.036 0.065 0.007 0.016
職別工事業 0.037 0.067 0.006 0.018
設備工事業 0.043 0.073 0.013 0.005
金属工業 0.036 0.067 0.004 0.028
機械器具製造業 0.036 0.067 0.006 0.020
飲食料品以外の小売業 0.034 0.063 0.004 0.027
教育・学習支援業 0.054 0.097 0.010 0.015
医療業・保健衛生 0.049 0.089 0.008 0.020
社会保険・社会福祉・
介護事業

0.037 0.068 0.005 0.025

設備工事業 0.032 0.064 0.000 0.048
印刷・同関連業 0.045 0.088 0.002 0.041
化学工業・同類似業 0.040 0.077 0.002 0.037
卸売業 0.031 0.062 0.000 0.048
その他の対事業所サー
ビス業

0.045 0.082 0.008 0.017

農林水産業 ▲ 0.094 ▲ 0.030 ▲ 0.159 0.004
総合工事業 ▲ 0.061 ▲ 0.014 ▲ 0.108 0.011
職別工事業 ▲ 0.065 ▲ 0.015 ▲ 0.114 0.010
設備工事業 ▲ 0.087 ▲ 0.039 ▲ 0.136 0.000
繊維製品製造業 ▲ 0.073 ▲ 0.006 ▲ 0.141 0.034
木製品・家具等製造業 ▲ 0.064 0.000 ▲ 0.127 0.048
化学工業・同類似業 ▲ 0.059 ▲ 0.002 ▲ 0.117 0.044
機械器具製造業 ▲ 0.051 ▲ 0.002 ▲ 0.100 0.041
その他の製造業 ▲ 0.080 ▲ 0.024 ▲ 0.137 0.006
情報通信業 ▲ 0.084 ▲ 0.032 ▲ 0.137 0.002
道路貨物運送業 ▲ 0.072 ▲ 0.018 ▲ 0.126 0.009
卸売業 ▲ 0.064 ▲ 0.016 ▲ 0.111 0.008
飲食料品以外の小売業 ▲ 0.071 ▲ 0.023 ▲ 0.118 0.004
金融・保険業 ▲ 0.071 ▲ 0.010 ▲ 0.132 0.024
専門・技術サービス業 ▲ 0.062 ▲ 0.014 ▲ 0.109 0.011

収縮期
血圧

拡張期
血圧

HbA1c

HDL

※ リファレンスは「当該業
態以外の業態」

※ 調整項目
・年齢5歳階級
・特定健診質問票13項目
・事業所の被保険者規模
・2019年度までの健康宣言

実施の有無
・健康経営優良法人2020認

定の有無）
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結果が存在していない理由は、健診未受診の場合、個人で健診（人間ドック等）

を受診しているが、協会けんぽにデータ提供がない場合等が考えられる。 
分析の対象外である健診の未受診者の影響、経時的な分析による因果関係を

把握すると共に、分析対象を加入者に拡げ、事業所における健康経営施策と加

入者の健康状態の関連も検討したい。 

 
 
【備考】 
第 80 回日本公衆衛生学会総会で発表（口演） 
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「健診受診の可否及び継続性に関する要因分析と効果的な勧奨方法の検討（第 2報）」 

奈良支部 企画総務グループ 主任 山口 峻輔、グループ長 山田 啓介 

保健グループ グループ長 郡谷 修、主任 加藤 暁、スタッフ 宮田 康行 

奈良県立医科大学 特任准教授 冨岡 公子 

概要 

【目的】協会けんぽでは定期健康診断（以下:事業者健診）項目にがん検診等を

追加した生活習慣病予防健診（以下:生習病健診）を実施しており、奈良支部で

は受診率低迷が課題である。健診受診の可否や継続性に関する要因分析を行っ

た第 1報に続き、未受診理由を把握し効果的な勧奨方法の検討を目的とする。 

【方法】2018～2020 年度 3年継続当支部加入の県内在住者で「2020 年度生習病

健診未受診かつ事業者健診結果未提出」の被保険者 32,462 人に対し生習病健診

受診勧奨及びアンケートを一体にした DM を自宅に送付し、①2020 年度事業者健

診受診有の割合②生習病健診への要望などを調査し（有効回答数 1,241）、事業

所規模（小規模 49 名以下）・性別・二次医療圏・業態・3年間の生習病健診受診

回数（0回/1～2 回）別にカイ二乗検定を行った（有意水準 5％）。また、大規模

事業所（13 社）にはヒアリングを実施した。 

【結果】規模別では①は小規模 61.8%/大規模 91.8%と有意差があり、②は「受

けやすい日を多く」「近くに健診機関」「直前予約可能」が小規模で多く、「休暇

扱いに」「職場が切り替えてくれれば」が大規模で多かった。「受診義務を知ら

なかった」は規模に関わらず 4割を超え、有意差はなかった。①は小規模の方

が有意に低かった為、以降は小規模事業所に限定して分析した。①は 3年間の

生習病健診受診回数別では 0回 67.1%/1～2 回 42.9%で差があり、業態別では「運

輸・郵便業」が 82.9%と高く、「卸売・小売業」が 41.3%と低かった。健診の種

類は、性別では「会社設定の健診受診」男性 68.8%/女性 79.3%、「個人で人間ド

ック受診」男性 31.3%/女性 20.7%と差があった。「会社設定の健診受診」が多い

業態は「運輸・郵便業」「公務・医療・学術研究等」「建設業」であった。3年間

の生習病健診受診回数別の 2020 年度事業者健診未受診の理由は、「受診義務を

知らなかった」が 0回 52.1%/1～2 回 32.9%、「会社から指示はあった」が 0回

47.9%/1～2 回 67.1%と差があった。二次医療圏別では全質問で有意差は認めら

れなかった。大規模事業所へのヒアリングでは、検診車で短時間に安価等の理

由で事業者健診を選択している背景が浮かんだ。 

【考察】大規模事業所では事業者健診受診者が 9割を超えるが、生習病健診へ

の切替には事業主の理解が必要かつ効果的である。小規模事業所では事業者健

診の受診率が高い運送業等の特定の業務従事者に生習病健診への切替と共に、

事業者健診結果提出を強く求めることが効果的であると考えられる。受診率の

低い「卸売・小売業」や、受診義務を知らない人が多い「0回受診者」には、事

業主・被保険者両方に、まずは健診義務があることを伝えていく必要性が高い。 
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本文 
【目的】 

全国健康保険協会では 35～74 歳の被保険者を対象に、定期健康診断（以下:

事業者健診）の検査項目にがん検診等をセットにした生活習慣病予防健診（以

下:生習病健診）を実施しているが、奈良支部における生習病健診の受診率は、

2020 年度で 45.8%と 47 支部中 42 位（全国平均 51.0%）であり、毎年微増してい

るものの、全国平均を大きく下回ったまま推移している。（令和 2年度事業報告

書より）事業所で実施される事業者健診の結果データ取得数を加えると、受診

率は 60.7%となるが、事業者健診結果データ取得に必要な事務量の多さや複雑

さ、経費等を考慮すると、やはり生習病健診の受診率を向上させる事が効果的・

効率的と考えられる。 

このような現状の中、生習病健診の未受診理由は、業種や事業所規模ごとに

違うのではないか？という推測の元事業を展開してきたが、大きな成果は得ら

れなかった。 

そのため、生習病健診受診の可否や継続性に関する要因分析を行った第 1 報

に引き続き、未受診理由を把握し、効果的な勧奨方法の検討を行ったので、第 2

報として報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：第 1報考察】 

二次医療圏では、都市部を除く地域の未受診者が多かった。居住地区内の生

習病健診実施機関数や受入れ人数、受診手段の選択数等の社会・環境要因の影

響を大きく受けていると考えられた。業態では、受診回数 0回及び 1～2回共に

「公務」「教育・学習支援業」「飲食業・宿泊業」が上位を占め、業態により、

生習病健診を受けやすい・受けにくい・継続受診しやすい・しにくい要因があ

ると考えられる。事業所規模では、規模が小さくなるほど未受診者や継続した

生習病健診の習慣が無い者が多くなる傾向があり、小規模事業所において健診

受診が徹底されていない可能性が示唆された。 

  

 

事業所 
全国健康
保険協会 

奈良⽀部 

POINT①

協会けんぽから
のお得な費⽤

補助

POINT②

定期健康診断
に3つのがん検
査がセット

POINT③

無料健康サポ
ート※メタボ該

当者

⽣活習慣病予防健診受診勧奨 

事業所には年 1回の定期健康診断の義務があるが⽣習病健診を半数以上の⽅が利⽤していない 
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【方法】 

生習病健診の受診勧奨及びアンケート（表 1）を一体にした DM 勧奨を実施し、

性別・事業所規模・二次医療圏・業種別にアンケートの集計を行った。また、

DM を 2 種類作成し、一方（DM①（図 1））では健診が義務であることを強く押し

出し、他方（DM②）では生習病健診の説明に重きを置く内容とした。2 種類の

DM による効果の違いも本分析内容に含む。なお、過去 3年の健診受診履歴から、

3 年間未受診者と 1～2 回受診者との比較を行い健診の継続性についても検証を

行った。 

 

アンケート送付対象者条件 

2018～2020 年度に奈良支部加入者かつ奈良県在住者 

2020 年度事業者健診未受診者 

2020 年度生習病健診未受診者かつ事業者健診結果未提供者 

 

アンケート送付数：32,462 件 

DM①小規模事業所に送付 11,369 件 

DM②小規模事業所に送付 11,371 件、大規模事業所 9,722 件へ送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 アンケートの有効回答数は 1,241 件で、アンケート回答者を事業所規模（小

規模 49 名以下／大規模 50 名以上）・性別・二次医療圏・業態（10 区分）・3 年

間の生習病健診受診回数（0 回／1～2 回）別に、2020 年度事業者健診受診あり

の者の割合、生習病健診への要望をカイ二乗検定で有意な関連があることを検

証し残差分析を行った。なお、事業所業態分類票における 42 業種では調査結果

が細分化されるため、表 2の通り 10 業種に再区分した。 

アンケート送付対象 

アンケート送付対象 

全国健康保険協会
奈良支部被保険者
（35～74歳）

事業者健診受診者

生活習慣病予防健診

受診者

生活習慣病予防健診

未受診者

事業者健診結果
提供者

事業者健診結果

未提供者事業者健診

未受診者

※定期健康診断（事業者健診）を受診することは法律で義務付けられています。 

※事業者健診結果を医療保険者へ提供することは法律で義務付けられています。 
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また、大規模事業所（13 社）にはヒアリングを実施した。 

解析は SPSS.ver24 を使用し有意水準は 0.05 未満とした。 

 

＜表 1  アンケート内容（DM①・②共通）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 1  DM①：A4 圧着はがき 1・2 ページ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 1.令和 2 年度に健康診断を受診しましたか？ 

□はい  →□会社で用意された健康診断を受診  □個人で人間ドックを受診 

□いいえ →□年一回健診の受診義務があるのを知らなかった 

      □会社から受診するように言われたが受けなかった（理由：   ） 

質問 2.どんなことがあれば、もっと「生活習慣病予防健診」が受けやすくなりますか？ 

（複数回答可） 

□受けやすい日が多い（受けたい日→□平日、□土日祝日） 

□自宅近くに健診機関がある  □健診直前に予約ができる  □もっと安く 

□健診内容の充実（希望の検査内容   ） 

□予約方法の充実（希望の予約方法：□電話、□ネット、□FAX） 

□特別休暇または勤務時間中に受診できる 

□会社の健診が「生活習慣病予防健診に切り替われば 

質問 3.このダイレクトメールを見て、今年度「生活習慣病予防健診」を受けようと 

思いましたか？ 

□はい  □いいえ（理由    ） 
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＜表 2 業態の再区分＞ 

 

 

【結果】            ※有意水準表記 **：p<0.01  *：P<0.05 

＜2 種類の DM に分けた効果について＞ 

 第 1 報において、事業所規模が小さくなるほど、健診未受診者や継続した生

習病健診の習慣が無い者が多くなる傾向があり、小規模事業所において健診受

診が徹底されていない可能性が示唆されていたことから、DM は 2 種類作成し、

健診が義務であることを強く押し出した DM①と、生習病健診の説明のみに留め

た DM②を比較したが、アンケートの回答率・回答内容に有意差は生じなかった。 
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＜事業所規模別における結果＞ 

 質問 1 の 2020 年度事業者健診受診ありの者の割合が、小規模 61.8%／大規模

91.8%と有意差があった（図 2）。また、健診受診ありの内訳として、会社で用意

された健診を受けた者の割合が、小規模 73.1％／大規模 93.6％と有意差があっ

た（図 3）。有意差はなかったが、事業所規模に関わらず「受診義務を知らなか

った」が 4割を超えていた。（図 4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.8%
91.8%

38.2%
8.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

小規模 大規模

図2 2020年度事業者健診受診の有無

はい いいえ

** 

73.1%
93.6%

26.9%
6.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

小規模 大規模

図3 2020年度事業者健診受診有の内訳

個人で人間ドックを受診

会社で用意された健診を受診

*

45.4% 48.6%

54.6% 51.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

小規模 大規模

図4 2020年度事業者健診受診無の理由

会社から指示はあったが受けなかった

受診義務を知らなかった
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質問 2 の生習病健診への要望では、「受けやすい日を多く」「近くに健診機関

を」「直前予約が可能」が小規模で多く、「特別休暇扱いに」「職場が切り替えて

くれれば」が大規模で多かった（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小規模事業所における質問 1の結果＞ 

前述の事業所規模別における結果にて、2020 年度事業者健診受診ありの者の

割合が、小規模事業所の方が有意に低かったため、質問 1に関して、3年間の生

習病健診受診回数（0回／1～2回）別・業態 10 区分別・性別・二次医療圏別に、

小規模事業所（740 件）に限定して分析を行った。 

 

質問 1 において 2020 年度事業者健診受診ありの者の割合は、3 年間の生習病

健診受診回数別では、0 回 67.1%／1～2 回 42.9%で有意差があり（図 6）、業態

10 区分別では、「運輸業・郵便業」が 82.9%で高く、「卸売・小売業」が 41.3%

と低かった（図 7）。性別・二次医療圏別では、有意差はみられなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.6%

13.8% 15.5%
16.7%

8.6% 8.6%
7.3%

10.7%

14.7%

11.3% 11.7%

18.1%

6.8% 6.9%

10.7%

19.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

日が多い 近く 直前予約 安く 内容充実 予約充実 休暇 切り替え

図5 生活習慣病予防健診への要望

小規模 大規模

*

**

67.1%
42.9%

32.9%
57.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0回受診 1～２回受診

図6 受診回数別健診受診の有無

はい いいえ

**

**

**
**
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質問 1 において健診受診ありの内訳として、性別では「会社設定の健診を受

診した」男性 68.8%／女性 79.3%、「個人で人間ドックを受診した」男性 31.3%

／女性 20.7%と有意差があった（図 8）。「会社設定の健診を受診した」が多い業

態は「運輸業・郵便業」「公務・医療・学術研究等」「建設業」であった（図 9）。

受診回数別・二次医療圏別では、有意差はみられなかった。 
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会社の健診を受診 個人で人間ドックを受診
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質問 1 において 2020 年度事業者健診未受診の理由は、3 年間の生習病健診受

診回数別では、「受診義務を知らなかった」が 0回 52.1%／1～2 回 32.9%、「会社

から指示はあった」が 0回 47.9%／1～2 回 67.1%と有意差があった（図 10）。業

態 10 区分別・性別・二次医療圏別では、有意差は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模事業所（13 社）へのヒアリングでは、検診車で短時間に、安価に実施

している等の理由で事業者健診を選択している背景が浮かんできた。 
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図10 受診回数別健診受診無の理由

受診義務を知らなかった 会社から指示があったが受けなかった
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【考察】 

大規模事業所では、事業者健受診者が 9 割を超えており、生習病健診への切

替えには「特別休暇扱いに」や「職場が切替えてくれれば」との要望が多く、

事業主の理解が必要かつ効果的である。 

小規模事業所では、事業者健診の受診率が高い運送業等の特定の業務従事者

に向けて、生習病健診への切替えと共に、事業者健診の結果提出を強く求める

ことが効果的であると考えられる。受診率の低い「卸売・小売業」や、受診義

務を知らない人が多い「0回受診者」には、事業主・被保険者両方に向けて、ま

ずは健診義務があることを伝えていく必要性が高い。 

また、生習病健診受診勧奨を通知した効果を、2021 年度の生習病健診受診履

歴にて確認していきたい。 

 

【備考】 

第 95 回日本産業衛生学会にてオンライン発表。 

●大規模事業所へのヒアリング・その他について一部抜粋● 

・平日昼間に生活習慣病予防健診を受けに行く場合、特別休暇ではなく有給休暇を 

取ってもらっている。 

・生活習慣病予防健診にすると、時間がかかるし、特別休暇を取れる制度もない。 

・バリウムを飲むと午後からの勤務が難しく、嫌がる人も多い。そのため、会社と 

しても切り替えは考えていない。 

・個人で生活習慣病予防健診を受けることで年２回健診を受診している人もおり、 

そういった方の機会を奪うことにならないようにしたい。 

・年 1 回の定期健康診断と、深夜業務者は定期健康診断以外に 1 回、事業所で用意 

した健診を実施。 

・健診の必要性はトラック協会に確認のうえ、法律で定められている健診を実施。 

・受診日の前日とか前々日に受診者を決めるため、生活習慣病予防健診みたいに、 

数週間前に予定を組むことが困難。 

・定期健康診断が約 3,000 円から 4,000 円の事業所負担で済んでいるため、 

生活習慣病予防健診の 7,100 円の事業主負担が困難。 

・3 つのがん検診を、例えば血液検査や簡単な検査でできればよいが、検便の事前 

準備等のオペレーションを社内で対応できるか等の懸念事項がある。 

・生活習慣病予防健診は費用面ではお得だが、特にバリウムがネックになっている。 

バリウム検査を受けなくていいのであればよいが、それは困難との事なので、 

職業柄検査後、体調不良により運転手の代替えが困難。 

・金額が高いので生活習慣病予防健診に切替できていない。 

・定期健診は一人 5,000 円程度であり、事業所全体では 300 人近くの方が受ける 

ので、切り替えると相当な負担になる。 
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「急性上気道炎に対する抗菌薬の使用状況の推移について」 

宮崎支部 企画総務グループ 主任 飯地 智紀 

概要 

【目的】 

 2019 年に支部別の抗菌薬使用状況が本部により分析され、2017 年度に急性

上気道炎のレセプトに対して抗菌薬が使用された割合は、宮崎支部が 47.6％で

全国２位と高かった。 

 そのため、抗菌薬適正使用に向けた働きかけを行うべく、その後の使用割合

の推移を確認し、要因分析を行った。 

【方法】 

 2016 年度から 2021 年度の 4 月診療分（6 月受付分）の中で、急性上気道炎

の傷病を持つ外来レセプトデータと、その外来レセプトに紐付く抗菌薬の調剤

レセプトを集計し、抗菌薬の使用割合を年度別に算出した。 

また、急性上気道炎に併存する傷病数別の使用割合とレセプト数の推移や、

受診者の年齢階級別の推移を確認すると共に、性・年齢別の支部平均使用割合

から超過使用数を算出し、医療機関毎に推移状況を確認した。 

【結果】 

 2016年度から 2021年度にかけて、使用割合は約 55.7％から、約 32.7％へと

減少していた。 

 年齢階級別に見ると、特に 9歳以下の階級で大きく使用割合が減少しており、

最大の減少幅は 4 歳～6 歳の約 32.8％であった。併存傷病数別の使用割合につ

いても、急性傷病名単独の受診に対する使用割合が 32.9％と最も減少していた。 

 超過使用数の分析では、抗菌薬の使用割合の高い医療機関が占める割合は

年々増加しており、上位３医療機関で超過使用数の約 28.2％を占めていた。 

【考察】 

 当初は本部の分析結果を受け、使用割合の高いセグメントを特定し働きかけ

を行う想定だったが、実施迄には至らなかった。 

理由として、①事前に想定していた以上に適正使用の取り組み等により使用

割合が減少していたこと。②新型コロナウィルスの流行に伴って、急性上気道

炎をはじめとする「呼吸器系の疾患」の受診が減少したこと。③コロナ禍での

受診に対し広報を行うことに慎重な対応が必要となったことが挙げられる。 

そのため、今回は働きかけまでは行わず、分析の結果を支部内外で共有し活

用することとし、本部分析で抗菌薬の使用割合が全国１位だった奈良支部に対

して、今回の分析スキームを共有して横展開を図り、分析結果を共有した。 
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「宮崎支部の医療費の特徴について（2019年度）」 

宮崎支部 企画総務グループ 主任 飯地 智紀 

串間市民病院 院長 江藤 敏治 

宮崎県立看護大学 教授 中尾 裕之 

概要 

【目的】 

協会けんぽは、保険財政の安定を図ることが課題となっており、医療費の地

域格差の要因解明や、それに基づく医療費適正化に向けた戦略的保険者機能の

発揮が求められている。 

 そのため、今回、医療費について全国と比較した宮崎支部の特徴を分析した。 

【方法】 

2019 年度の宮崎支部の加入者一人当たり医療費を診療種別・社会保険表章

用疾病分類別に全国と比較。その内、入院医療費で全国を最も大きく上回る事

が確認された「ⅩⅤ：妊娠、分娩及び産じょく」について、ICD10コード（2013）

を元に、協会の電子レセプトデータから該当する傷病名を有するデータを抽

出。また、出産育児一時金データより 2019年度出産者データを抽出した。 

これらのデータを用いて、まず年齢階級別に出産者数と平均加入者数の比、

出産者入院受療率、平均入院医療費に分解し、全国を基準として個々の影響額

を試算した。また、ICD10 コード 3 桁および 4 桁別に個々の傷病の影響を確

認した。検定の有意水準は 5%で、IBM社の SPSS Ver.26を使用した。 

【結果】 

宮崎支部の入院医療費の中で「ⅩⅤ：妊娠、分娩及び産じょく」が全国平均

から最も高いという特徴があり、宮崎支部の全国 2 位の出産比率の高さは最

大でも約 27.5％影響している試算結果となり、医療費の影響が大きかった。 

傷病別に確認すると、「O24 妊娠中の糖尿病」の内「O244 妊娠糖尿病」が

カテゴリ全体の約 2 割を占める大きな影響を与えており、同傷病の入院受療

率は 4.4%と全国で 2番目に高かった。 

【考察】 

協会けんぽの保険料率算定においては、所得調整や年齢調整は行われるもの

の、出産比率については調整されないため、宮崎や沖縄などの出産比率の高い

地域は妊娠等にかかる医療費水準は高くなり、加入者の負担となる。 

しかし、出産の多さを踏まえても、宮崎支部では妊婦の入院受療率の高さや

「O24妊娠中の糖尿病」の入院医療費が高いなどの特徴が存在し、特に「O244 

妊娠糖尿病」が高かった。 

今後は疾病予防のための啓発広報の実施や、医療費適正化に向けた具体的な

対策の検討を行っていく予定である。 
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【考察】 

①加入者アンケート： 

重症化予防事業対象者の受診促進要因については、初めて受診勧奨を受けた

年のほうが受診に繋がっていたことから、保健指導では、初回で早期受診のメ

リットを伝え、体調や健康づくりについて相談者がいるか、また高血圧等の認

識の有無を丁寧に確認しながら受診行動に紐づけられるような面談ができる

よう尽力したい。また、勧奨前受診者については 60 代に受診者が多い一方、

40 代以下に未受診者が多かったことから重症化を予防するためにも早期介入

を徹底していく必要があり、受診のきっかけとして多かった「健診機関からの

すすめ」や「紹介状が出された」というアンケートの結果より、現在当支部独

自の事業として健診機関へ委託をしている健診当日の受診勧奨業務について、

委託先拡大に繋がるよう健診機関へ協力連携を図っていきたい。 

②保健師アンケート： 

受診に繋がる勧奨方法については、保健指導対象者との信頼関係を築くこと

や受診に関する目標を保健指導の中で設定することが受診に繋がっていたこ

とから、対象者のニーズを把握し、より具体的な情報提供を心掛け目標設定を

意識した保健指導を勧めていきたい。また採用 5年未満の保健師は、受診勧奨

に関わる保健指導に対し満足度が低い傾向があったため、事例を通してステー

ジ別アプローチ法など課題に対する具体策や伝え方・受け止め方について共有

できるような研修を計画していくことが必要だと考える。 

③事業主アンケート： 

事業所の健康管理体制としては、健康管理担当者のいる事業所では、定期健

診を実施し、精密検査対象者にも受診勧奨など対応している割合が多かったこ

とから、事業所には健康管理担当者の配置を勧め、健診事後措置や安全配慮義

務に関する周知と健康経営の視点で事業所単位の健康づくりを実践していけ

るよう支援方法を構築していきたい。 

 

 沖縄県においては 65 歳未満早世の背景に高血圧が起因となっている心疾患

などが死亡率を悪化させていることから、沖縄県・沖縄県医師会・沖縄労働局・

沖縄産業保健総合支援センターと当支部の 5 者にて令和 3 年度包括的連携に

関する協定を締結し、働き盛り世代の健康支援をすすめていく計画があるた

め、5者連携のもと、事業所支援と個別支援を着実に進めていくことで生活習

慣病の重症化・合併症予防に注力したい。 

 

【備考】 

2020（令和元）年度支部調査研究事業として実施。 
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電話：03-6680-8476
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　この調査研究報告書の内容に関する照会に
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全国健康保険協会

企画部 調査分析・研究グループ
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